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成
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十
年
二
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二
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日
提
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一
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号

中
国
・
上
海
の
日
本
人
学
校
が
取
り
寄
せ
た
教
材
が
中
国
税
関
か
ら
通
関
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受
け
て
い
る
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す
る
再
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書

提

出

者

鈴

木

宗

男

116



中
国
・
上
海
の
日
本
人
学
校
が
取
り
寄
せ
た
教
材
が
中
国
税
関
か
ら
通
関
拒
否
を
受
け
て
い
る
件
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
八
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
取
り
上
げ
た
、
中
国
・
上
海
の
上
海
日
本
人
学
校
浦
東
校
が
日
本
か
ら
取
り
寄
せ
た
地
理
に
関
す
る

教
材
約
八
百
冊
（
以
下
、
「
教
材
」
と
い
う
。
）
が
中
国
・
上
海
の
税
関
に
よ
り
通
関
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
（
以
下
、
「
通

関
拒
否
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
三
日
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
教
材
」
の
中
で
地
理
関
係
の

八
冊
の
輸
入
だ
け
が
い
ま
だ
差
し
止
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
右
の
八
冊
に
尖
閣
諸
島
が
日
本
領
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
理
由
で
あ
る
こ
と
を
中
国
・
上
海
の
税
関
が
明
ら
か
に
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
に
つ
い
て
政
府
は
事
実
関
係
を

把
握
し
て
い
る
か
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
「
現
在
、
お
尋
ね
の
『
教
材
』
が
留
め
置
か
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
中
国
側
に
照
会

す
る
と
と
も
に
、
早
期
通
関
に
向
け
て
、
中
国
側
に
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、

右
答
弁
で
い
う
「
働
き
か
け
」
と
は
ど
の
様
な
も
の
か
。

三

主
権
の
定
義
如
何
。

一



四

教
育
は
我
が
国
の
主
権
に
含
ま
れ
る
か
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
で
政
府
は
、
「
日
本
人
学
校
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
十
六
号
）
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
五
号
）
及
び
中
学
校
学
習
指
導
要
領

（
平
成
十
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
六
号
）
等
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
教
材
』
の
輸
入
に
係
る
現
地

政
府
の
意
向
に
沿
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
答
弁
し
、
日
本
人
学
校
に
お
け
る
教
育
内
容
が
現
地
政
府
の
意
向

を
受
け
る
こ
と
は
な
い
旨
の
認
識
を
示
し
て
い
る
が
、
「
通
関
拒
否
」
は
我
が
国
へ
の
主
権
侵
害
に
あ
た
る
と
政
府
は
認
識

し
て
い
る
か
。

六

五
で
、
「
通
関
拒
否
」
は
我
が
国
へ
の
主
権
侵
害
に
あ
た
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た

い
。

七

二
〇
〇
五
年
十
一
月
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
三
九
号
）
で
、
政
府
は
尖
閣
諸
島
を

巡
る
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
旨
答
弁
し
て
い
る
が
、
今
回
中
国
・
上
海
の
税
関
が
、
そ
の
尖
閣
諸
島
の
表
記
を
理
由
に
通

関
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
以
上
、
ま
た
、
五
で
「
通
関
拒
否
」
が
我
が
国
の
主
権
侵
害
に
あ
た
る
と
政
府

が
認
識
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
「
働
き
か
け
」
と
い
う
柔
ら
か
い
も
の
で
は
な
く
、
政
府
は
中
国
側
に
対
し
て
毅
然
と
し
た

二



態
度
で
抗
議
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


